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厚生科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業）
分担 研究報告書

諸外国における助産婦活動と助産婦の教育

分担研究者 加藤 尚美 沖縄県立看護大学

研究要旨：海外における助産婦活動及び助産婦の教育の実態、動向を知り今後の助産婦
の業務・教育に資することを目的に調査を行った。11カ国の助産婦へのｲﾝﾀﾋﾞｭｰにおいて
業務では、助産が助産婦の手で主体的に行われていること、助産婦によるピルの処方が
認められていること、免許の更新制度などである。助産婦の教育は、看護教育を経ない
で直接助産婦教育を受けられることや、米国では助産婦の資格は大学院で取得すること
が主流になってきている。海外では出産や助産婦教育の変革が起きているとも伺えた。
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞでは助産婦による開業が48%を占め、助産婦が女性の健康の責任者として

活躍している。我が国の助産婦の業務・教育のあり方に多く示唆を得た。

研究協力者 助産婦の登録は、英国中央看護婦助産婦保健婦
賀数いづみ：沖縄県立看護大学 助手 協議会（UKCC）である。米国、オーストラリア

では各州においては各州で定めた看護婦、助産
Ａ．研究目的 婦の法律があり、各州の看護婦会に登録され

海外における助産婦の活動および助産婦の教 る。ニュージーランドにおいては1971年に看護
育の実態、動向を知り今後の助産婦の業務・教 婦法がその後1990年看護婦法を改正、助産婦法
育について、検討する事を目的とした。 を成文化した。

3.男性助産士の有無
Ｂ．研究方法 本調査1１カ国の中で男性の助産婦が導入され
1.調査対象と調査方法 ているのは、イスラエル2名、ニュージーランド

1)1999年5月22ｰ27日国際助産婦連盟マニラ大 は9名、米国では助産婦の約3%、英国では約100
会参加者で同意・協力を得られた助産婦を対象 名他の国は女性のみの職業であった。
に質問調査用紙に基づきインタビューを行い、 4.資格の更新制度
11ヶ国20人から回答を得た。 免許の更新制をとっている国はモロッコ、イ

質問内容は、①助産婦の名称②助産婦を規定 ンドネシア、バングラディッシュ、米国、英国
する法律とその制定年③助産婦籍登録機関④助 オーストラリア、ニュージーランドである。
産婦数⑤免許更新の制度⑥助産婦養成課程の種 5.助産婦養成課程の種類
類と教育機関および学校数⑦助産婦の主な勤務 米国では大学院における教育が主であり、英
場所とその頻度⑧開業の有無・形態⑨処方権の 国では助産婦課程のみのダイレクトコース及び
有無⑩助産婦の業務内容である。（別添資料） 大学が主流を占めている。オーストラリアの助

産婦教育はすべて大学で取得する。また、ニュ
Ｃ．研究結果 （別添資料NO.1･2） ージーランドにおいても大学院ができている。
1.助産婦の呼称 6.助産婦の主な勤務場所

わが国の助産婦という名称と同じくMidwife 日本においても助産婦の働く場所は、病院で
の名称が主で、米国ではCNM(CertifiedｰNurseｰ あるが諸外国においても同様に助産婦は病院で
Midwife)CPM(CertifiedｰProfessionalｰMidwif 働いている。イスラエルでは100%が病院出産で
e）SLM（State Licenced Midwife）とそれぞ あり、米国、英国、オーストラリアは80%以上で
れ資格の取得の仕方によって異なるようであ ある。スイスでは病院が60%、診療所20%でバー
る。英国、オーストラリア、モロッコ、カンボ スセンターが20%である。ニュージーランドでは
ジアはMidwifeの名称をニュージーランドはReg 病院が42%、開業助産所48%、産科ユニット10%で
isteredｰMidwife、イスラエルではNurse Midw ある。
ife、バングラデッシュでは、F.W.V.（Family 7.助産婦の開業権

welfare visitor）であった。 11ヶ国すべてが助産婦の開業権を持ってい
2.助産婦を規制する法律と助産婦籍の登録 る。正常分娩と周産期のケアはどの国も助産婦

日本においては1948年保健婦助産婦看護婦法 た。また、ニュージーランドでは出産を含め女
により助産婦の名称、業務等が規制されており 性のすべてのケアに責任を持っているとし、助
英国においては、1902年助産婦法、1979年には 産婦の業務範囲が広いことが伺えた。英国では
英国中央看護婦助産婦保健婦協議会(UKCC）で 助産婦自身が個人で助産院を開業することでは
看護婦助産婦保健婦法ができ、助産婦の業務に なく、自宅分娩等が主流である。しかし最近で
ついても規制されている。英国ではすべての出 は病院に付属したバースセンターの開設もされ
産に助産婦が関わらなくてはならないと規定さ 妊産婦の需要も大きいようである。米国におい
れ、平等なサービスが受けられるようである。 てはリスクの低い出産を病院から開放する手段
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として助産婦によってバースセンターが開発さ 事する事は先進諸国では数年前から導入されて
れている。 いるが多数ではない。業務においても妊産婦特
8.薬の処方（主にピル）について に分娩には直接的に関わらることは避け、思春

日本では助産婦が薬の処方をするということ 期や不妊等の男性への教育や保健指導が主であ
は認められていないため、ピル等の認可があっ るが、男性の助産への参画は情緒的な面におい
ても処方することはできない現状である。しか て困難であることは否めない。
し英国では英国病院協議会認可薬があり、ピル 助産婦の勤務場所は多く病院に定着しつつあ
の他分娩に必要ないくつかの薬の処方は認めら るが、ニュージーランドのように48%が開業して
れており助産婦の判断で使用している。ネパー 地域で活躍している国もある。助産婦は消費者
ルではピルは処方なしに入手できる。インドネ の身近くにいるには地域に根ざした所で活動す
シア、バングラデッシュ、カンボジア等におい ることが望ましいと考える。日本においても助
ても助産婦によるピルの処方は許されている。 産婦の多くは病院施設で組織の一員として働き
9.助産婦の業務（別紙添付資料） 自律した活動ができないことや、不満足で働い

調査のすべての国の助産婦が行っている業務 ていることなどから、今後日本の助産婦の働く
は、妊婦の診察、指導、検査、頭位分娩介助、 場や働き方について政策的配慮は消費者の要求
酸素吸入の処方、分娩時の児の蘇生、家族計画 を取り入れる必要がある。開業のためにオラン
の指導であった。本調査対象の米国、英国、オ ダでは、助産婦に対してバックアップし、医療
ーストラリア、ニュージーランド、インドネシ 費節減とともに妊産婦の自律を促している。助
アの助産婦業務は、共通するものが多く会陰切 産婦は国策へ参画しているといえよう。
開・縫合、子宮収縮剤の使用、褥婦の診察・保 日本の助産婦はかつて開業を主にし、妊産婦
健指導、新生児の診察などは主体的に行ってい のおよび家族の支援者として地域に在住してき
る。吸引分娩は卒後研修の後許可されている等 た。助産婦の開業権を十分にいかし、生計を立
もある。ニュージーランドやインドネシアにお ててきた。助産婦が開業し自律できる体制がで
いては、助産婦の活用は広く多くの業務が許可 き現代の諸問題や少子の解決の一端を担うこと
されている。 ができるのではないかと思われる。日本におい

米国では助産婦による出産の割合が毎年増加 てもニュージーランドのように出産は、開業助
しており1997年にはアメリカの出産全体のうち 産婦の手で行われることが望ましいと考える。
助産婦の介助する出産は7%であった。その後そ 平成11年９月日本では低容量ピルの使用が認
の割合は増加していると思われる。 可されたが、その処方は医師であり助産婦には
10.思春期の相談事業については開発途上国は 許可されていない。日常的に使用する経口避妊
未だ助産婦の業務ではない。しかし先進諸国は 薬であってもその使用についての指導が大切で
助産婦業務として位置づけている。 ある。助産婦が処方権を持つ国は多くはないが

将来的には日本でも助産婦の処方をし指導、そ
Ｄ．考察 の後のフォローをしていく必要があるのではな

助産婦の教育・業務は各国さまざまであると いかと考える。そのためには、助産婦教育の中
はいえ”Midwife”いわゆる"with woman"女性 で薬理に関する科目が必要であり、今後検討を
と共にという語源がどこの国でも生きていると 要するところである。また、業務内容は妊産婦
いえよう。本調査では対象にならなっかたが、 ・新生児に必要な救急医療をも含めて多くの事
世界の助産婦はオランダの助産婦の仕事が自律 が実施されている。助産婦の教育と連動してい
した専門職として確立している最高の見本だと ることも確かである。わが国の助産婦教育にお
みなし、その姿をめざしているようである。オ いても十分カバーできる技術を持っていること
ランダは、現代の産科医が出産の時当たり前の もあり、今後先進諸国と並び業務を行っていく
ように要求する入院と科学技術を用いた監視体 ことが望ましいと考える。
制に抵抗するユニークな国になっているようで
ある。助産婦による家庭での出産は、オランダ Ｅ．結論
のヘルスケアシステムにおける費用効率化をう 先進諸外国における助産婦の資格制度及び教
み、「出産は家庭で」ということを伝統化して 育は、助産婦の職能団体の影響が大であるため
きている。国によっては、助産婦と消費者から 助産婦は専門職として自律するよう努力してい
なるグループで自国による女性の健康やよりよ る。職能団体は、時代の変化やニーズに対応し
い母性ケアの確立をめざし団結し支持され、法 変革をしている。助産婦業務も女性の健康に視
律や政策ができている。多くの国は消費者から 点をあわせ助産婦業務の拡大を計ることや、バ
支援を受け今活気を取り戻している。米国では ースセンター等助産婦による開発もされてい
助産婦による出産の割合が毎年増加している。 る。過剰な医療介入から正常分娩を保護してい

出産は医療の近いところで自然に行われるこ くことは、助産婦の今後の大きな役割であるこ
とが多くの国の助産婦の考える所である。出産 とが示唆された。すべての女性が助産婦による
を病院から開放する手段として助産婦によるバ 出産への支援が受けられ、母親と子どもの健康
ースセンターが開発されていることなど日本の を守るため母子に対する支援のあり方に向かっ
助産婦も出産への支援について積極的に取り組 てのあり方の検討のみでなく行動を起こさなく
むべき課題である。次に男性の助産婦について てはならない時期にきているといえよう。
は、女性と共に存在する助産の業務に男性が従














